
JP 2010-69818 A 2010.4.2

10

(57)【要約】
【課題】簡単な構成で、生産性が低下することなく、同
一サイクルで駆動する隣接圧力室間の「クロストーク」
を極力抑え、「クロストーク」に起因する液滴速度及び
液滴量の変動を低減することができる液体吐出装置を提
供する。
【解決手段】複数の圧力室をＮ個（Ｎは３以上の整数）
の組に分割し、吐出に使用する圧力室を（Ｎ－２）個お
きに選択し、前記基材の同一の領域に対して１回の相対
移動をさせながら各組毎に液体吐出動作を時分割で順次
行うことを特徴とする液体吐出装置。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一部が圧電物質で構成された隔壁により隔てられた複数の圧力室を有し、隔壁
のせん断変形により圧力室内の圧力を変化させて、圧力室内の液体をノズルから吐出せし
めるせん断モード方式の液体吐出ヘッドと、該液体吐出ヘッドと基材とを相対移動させる
相対移動手段とを備え、
複数の圧力室をＮ個（Ｎは３以上の整数）の組に分割し、吐出に使用する圧力室を（Ｎ－
２）個おきに選択し、前記基材の同一の領域に対して１回の相対移動をさせながら各組毎
に液体吐出動作を時分割で順次行うことを特徴とする液体吐出装置。
【請求項２】
Ｎ＝３であることを特徴とする請求項１に記載の液体吐出装置。
【請求項３】
選択された圧力室の隔壁の電極に対して、圧力室の容積を膨張させた後に元の容積に戻す
矩形波からなる膨張パルスと、圧力室の容積を収縮させた後に元の容積に戻す矩形波から
なる収縮パルスとを含む吐出パルスを印加することにより液体を吐出させることを特徴と
する請求項１または２に記載の液体吐出装置。
【請求項４】
吐出に使用する圧力室を（Ｎ－２）個おきに選択する際に、選択する圧力室を変更可能で
あることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の液体吐出装置。
【請求項５】
選択する圧力室を変更する際は、直前に選択されていた圧力室以外の圧力室に対応するノ
ズルからフラッシングを行うことを特徴とする請求項４に記載の液体吐出装置。
【請求項６】
前記膨張パルスの電圧Ｖｏｎ、前記収縮パルスの電圧Ｖｏｆｆとの比｜Ｖｏｎ｜／｜Ｖｏ
ｆｆ｜が２であることを特徴とする請求項３乃至５の何れか１項に記載の液体吐出装置。
【請求項７】
選択されなかった圧力室の隔壁の電極に対して、ノズル内のメニスカスをノズルから液体
を吐出させない程度に微振動させる微振動パルスを印加することを特徴とする請求項１乃
至６の何れか１項に記載の液体吐出装置。
【請求項８】
前記微振動パルスは、圧力室の容積を収縮させた後に元の容積に戻す矩形波を含み、前記
収縮パルスの電圧Ｖｏｆｆと同電圧であることを特徴とする請求項７に記載の液体吐出装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体吐出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常のプリンタあるいは産業用プリンタ、さらには液晶用パネルなどのデバイス製造装
置に搭載される液体吐出部には、インクジェット方式の液体吐出ヘッドが用いられる。こ
の液体吐出ヘッドには種々の方式が提案されているが、その一つにせん断モード方式の液
体吐出ヘッドがある（特許文献１～２参照）。
【０００３】
　このせん断モード方式の液体吐出ヘッドでは、一つの圧力室の隔壁が吐出の動作をする
と、隣の圧力室が影響を受けるため、通常、複数の圧力室のうち、互いに１本以上の圧力
室を挟んで離れている圧力室をまとめて１つの組となすようにして、２つ以上の組に分割
し、各組毎に液体吐出動作を時分割で順次行うように駆動制御される。
【０００４】
　この時分割駆動では、通常、吐出する圧力室は直前に吐出した隣接の圧力室の残響によ
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り、圧力室に対応するノズルから液滴として吐出される液体の飛翔速度（液滴速度）およ
び液滴量が変動する。
【０００５】
　また、同一サイクルに吐出する圧力室のうち、互いに隣接する圧力室が同時に駆動する
か否かによってもクロストークの影響が見られる。
【０００６】
　従来、このようなクロストークの問題を解決するための技術として、一定の基準周波数
で１つのチャネル（圧力室）のみから液体を吐出して求めたチャネル毎の吐出量および吐
出速度、ならびに駆動周波数、同サイクル駆動を行う駆動チャネル数、その駆動チャネル
内のチャネル相対位置、およびサイクル駆動を行う単位チャネル数などの駆動条件によっ
て決まる補正データに基づいて、描画装置で行う駆動条件に対応した吐出量および吐出速
度の補正を行う技術（特許文献１参照）、記録媒体上の同一走査領域に対して液体吐出ヘ
ッドを複数回走査しながら、同一のサイクルに属する複数のノズルのうち、最も近い位置
にあるノズル同士が同時に液体吐出動作を行うことがないように設定されたマスクパター
ンに従って各ノズル群の個々のノズルからの液体吐出動作を制御する技術（特許文献２参
照）等が知られている。
【特許文献１】特開２００７－２２９９５８号公報
【特許文献２】特開２００３－２６６６６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　クロストーク対策として上記の従来技術が知られているが、いずれも記録媒体上の同一
走査領域に対して液体吐出ヘッドを複数回走査しながら記録するマルチパス方式であるた
め、印画に要する時間が長くなり、生産性に劣るという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献１に開示されているような圧力室の条件に応じた複雑な駆動制御を行う
方法、あるいは、圧力室毎に液滴速度を個別に補正する方法を用いることも考えられるが
、いずれも外部の駆動回路や制御ソフトウエアへの負荷が大きくなるという問題がある。
【０００９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、せん断モ
ード方式の液体吐出ヘッドを用いて、液体吐出動作を時分割で順次行いながら基材に対し
て液体を吐出させる場合において、簡単な構成で、生産性が低下することなく、同一サイ
クルで駆動する隣接圧力室間の「クロストーク」を極力抑え、「クロストーク」に起因す
る液滴速度及び液滴量の変動を低減することができる液体吐出装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の課題は、以下のような構成により達成される。
【００１１】
　１．少なくとも一部が圧電物質で構成された隔壁により隔てられた複数の圧力室を有し
、隔壁のせん断変形により圧力室内の圧力を変化させて、圧力室内の液体をノズルから吐
出せしめるせん断モード方式の液体吐出ヘッドと、該液体吐出ヘッドと基材とを相対移動
させる相対移動手段とを備え、
複数の圧力室をＮ個（Ｎは３以上の整数）の組に分割し、吐出に使用する圧力室を（Ｎ－
２）個おきに選択し、前記基材の同一の領域に対して１回の相対移動をさせながら各組毎
に液体吐出動作を時分割で順次行うことを特徴とする液体吐出装置。
【００１２】
　２．Ｎ＝３であることを特徴とする前記１に記載の液体吐出装置。
【００１３】
　３．選択された圧力室の隔壁の電極に対して、圧力室の容積を膨張させた後に元の容積
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に戻す矩形波からなる膨張パルスと、圧力室の容積を収縮させた後に元の容積に戻す矩形
波からなる収縮パルスとを含む吐出パルスを印加することにより液体を吐出させることを
特徴とする前記１または２に記載の液体吐出装置。
【００１４】
　４．吐出に使用する圧力室を（Ｎ－２）個おきに選択する際に、選択する圧力室を変更
可能であることを特徴とする前記１乃至３の何れか１項に記載の液体吐出装置。
【００１５】
　５．選択する圧力室を変更する際は、直前に選択されていた圧力室以外の圧力室に対応
するノズルからフラッシングを行うことを特徴とする前記４に記載の液体吐出装置。
【００１６】
　６．前記膨張パルスの電圧Ｖｏｎ、前記収縮パルスの電圧Ｖｏｆｆとの比｜Ｖｏｎ｜／
｜Ｖｏｆｆ｜が２であることを特徴とする前記３乃至５の何れか１項に記載の液体吐出装
置。
【００１７】
　７．選択されなかった圧力室の隔壁の電極に対して、ノズル内のメニスカスをノズルか
ら液体を吐出させない程度に微振動させる微振動パルスを印加することを特徴とする前記
１乃至６の何れか１項に記載の液体吐出装置。
【００１８】
　８．前記微振動パルスは、圧力室の容積を収縮させた後に元の容積に戻す矩形波を含み
、前記収縮パルスの電圧Ｖｏｆｆと同電圧であることを特徴とする前記７に記載の液体吐
出装置。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、せん断モード方式の液体吐出ヘッドを用いて、液体吐出動作を時分割
で順次行いながら基材に対して液体を吐出させる場合において、簡単な構成で、生産性が
低下することなく、同一サイクルで駆動する隣接圧力室間の「クロストーク」を極力抑え
、「クロストーク」に起因する液滴速度及び液滴量の変動を低減することができる液体吐
出装置を提供することにある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に本発明に関する実施の形態の例を示すが、本発明の態様はこれらに限定されるも
のではない。
【００２１】
　図１は、フルライン型のシングルパス方式の液体吐出装置１の構成を示す模式図である
。
【００２２】
　ロール状に巻かれた長尺状の基材１０は、図示しない駆動手段により巻き出しロール１
０Ａから矢印Ｘ方向に繰り出され搬送される。
【００２３】
　長尺状の基材１０はバックロール２０に巻回され支持されながら搬送される。液体吐出
ヘッドユニット３０より塗布液である液体が基材１０に向け吐出され、液体が基材１０に
塗布（以下、印画とも言う。）される。液体吐出ヘッドユニット３０は、基材幅方向に塗
布幅に対応した複数のせん断モ－ド方式の液体吐出ヘッド２を有する。また、各液体吐出
ヘッド２毎に設けられた駆動信号生成手段１００（図５参照）を備える。
【００２４】
　そして、詳細は後述するが、駆動信号生成手段１００は、液体吐出ヘッド２の複数の圧
力室をＮ個（Ｎは３以上の整数）の組に分割し、吐出に使用する圧力室を（Ｎ－２）個お
きに選択し、各組の各圧力室に吐出パルスを含む駆動信号を時分割して供給する。
【００２５】
　なお、本実施形態では、連続して配置される複数の圧力室のうち、（Ｎ－１）個おきの
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圧力室をまとめて１つの組とし、Ｎ個の組に分割している。
【００２６】
　図２は、液体吐出ヘッドユニット３０の液体吐出ヘッド２の配置例である。また、全て
の液体吐出ヘッド２が、吐出する液体を一時的に貯留する中間タンク４０に対して同じ高
さに配置されている例である。前述のように、１つの液体吐出ヘッドで吐出できる塗布幅
（吐出幅）は液体吐出ヘッドの外形寸法よりも狭いことから、隙間なく塗布するために複
数の液体吐出ヘッドを基材搬送方向に対して千鳥配置している。図２に示す例では、基材
幅方向に塗布幅に対応した複数の液体吐出ヘッドを２列の千鳥配置としている。図３に、
液体吐出ヘッド２の外形、吐出幅及び千鳥配置の関係を示す。液体吐出ヘッド２の数及び
千鳥配置の列数は、液体吐出ヘッド２の吐出幅、塗布幅等により適宜設定されるものであ
り、図２および図３の例に限定されるものではない。
【００２７】
　塗布液としての液体は、液体吐出ヘッド２の液体の背圧を調整する中間タンク４０から
複数の送液配管４３を介して液体吐出ヘッド２毎に供給される。なお、本説明において、
図中の送液配管４３は、複数の配管である。
【００２８】
　図１において、中間タンク４０への液体供給は、液体を貯留する貯留タンク５０から供
給管５１の途中に配設された送液ポンプＰで行われる。
【００２９】
　画像データ、設定されている圧力室選択パターン等に基づいて制御部（図示せず）によ
り前記駆動手段や駆動信号生成手段、供給ポンプ等の各種機器が制御されて基材への塗布
が行われ、塗膜が形成された基材は、乾燥部１０１で塗膜の乾燥が行われ、巻き取りロー
ル１０Ｂに巻き取られる。
【００３０】
　本実施形態においては、基材をＸ方向に搬送する搬送手段である駆動手段が、液体吐出
ヘッドと基材を相対移動させる相対移動手段に相当し、シングルパス方式の液体吐出装置
１は、基材の幅の全域をカバーするフルライン型の液体吐出ヘッドユニットを設け、基材
１０の搬送方向について基材１０を液体吐出ヘッドユニットに対して相対移動させる動作
を１回行うという、シングルパス方式により、基材１０の全面に液体を吐出することがで
きる。
【００３１】
　なお、図２中、７は液体受け器であり、液体吐出ヘッドユニット３０が画像印画領域外
、即ち、非印画時のホームポジション等の待機位置に設けられている。
【００３２】
　液体吐出ヘッドユニット３０は、基材１０に印画する際に、図示位置に停止しているが
、例えば、液体受け器７にフラッシングを行う場合は、移動手段（図示せず）により基材
搬送方向Ｘに略垂直な方向Ｙに移動し、液体受け器７に対向する位置に移動する。
【００３３】
　液体吐出ヘッド２が液体受け器７に対向する位置にある時、ノズル開口で増粘した液体
をリフレッシュのためにこの液体受け器７に向けて液体を少量はき捨てるフラッシングを
行うようにする。液体吐出ヘッド２がこの待機位置において長期間作動停止している時は
、図示しないが、液体吐出ヘッド２のノズル面にキャップを被せることにより保護するよ
うになっている。
【００３４】
　本実施形態においては、液体の非吐出時、即ち、印画やフラッシングによる液体の吐出
を行わないときにノズル内のメニスカスをノズルから液体を吐出させない程度に微振動さ
せる。
【００３５】
　ここで画像印画領域内とは、画像データが液体吐出ヘッドに供給され、画像データに基
づいて液体吐出ヘッドのノズルから液体を吐出して印画が行われる領域であり、例えば基
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材としてＡ４の大きさの基材の全面に印画する場合等は、Ａ４の大きさの基材全面が画像
印画領域となる。
【００３６】
　また、画像印画領域外とは、画像印画領域以外の領域であり、基本的には画像データが
液体吐出ヘッドには供給されず、すべてのノズルから画像データに基づく液体の吐出は行
われない。また、非吐出画素とは画像印画領域内において、液体の吐出を行わない画素を
指す。
【００３７】
　一般的に、インクジェット用の液体は、色材やポリマー等を含むため吐出をごく短時間
、例えば秒のオーダー停止しただけで、ノズル開口から極微量の水分や溶剤が蒸発し被膜
を形成するため粘度が急上昇する。従って、ごく短時間の吐出中断時にも乾燥によるノズ
ル詰まりが起こり易くなる。
【００３８】
　そこで、本実施形態では、液体の非吐出時に、ノズル内のメニスカスをノズルから液体
を吐出させない程度に微振動させることにより、ノズル内の液体を効率良く攪拌させ、低
温・低湿環境下でもデキャップ特性の改善効果が高く、安定吐出を可能としている。
【００３９】
　ここで、デキャップ特性とは、ノズル面開放状態の場合にメニスカス乾燥によって液体
が増粘する、いわゆるデキャップ現象による初発液滴速度の低下量を示す。
【００４０】
　次に、せん断モ－ド方式の液体吐出ヘッド２について説明する。
【００４１】
　各液体吐出ヘッド２は、ノズル面側が基材１０の塗布面と対向するように配置されてお
り、フレキシケーブル６を介して、駆動パルスを生成するための回路が設けられる駆動信
号生成手段１００（図５参照）に電気的に接続されている。
【００４２】
　図４、図５は、せん断モード方式の液体吐出ヘッド２の一例を示す図であり、図４（ａ
）は概観斜視図、（ｂ）は断面図、図５は液体吐出時の作動を示す図である。図４、図５
において、２１は液体供給チューブ、２２はノズル形成部材、２３はノズル、２４はカバ
ープレート、２５は液体供給口、２６は基板、２７は隔壁、Ｌは圧力室の長さ、Ｄは圧力
室の深さ、Ｗは圧力室の幅である。そして、圧力室２８が隔壁２７、カバープレート２４
及び基板２６によって形成されている。
【００４３】
　液体吐出ヘッド２は、ここでは図５に示すように、カバープレート２４と基板２６の間
に、電気・機械変換手段であるＰＺＴ等の圧電材料からなる複数の隔壁２７Ａ、２７Ｂ、
２７Ｃで隔てられた圧力室２８が多数並設されたせん断モード方式の液体吐出ヘッドを示
している。図５では多数の圧力室２８の一部である３本（２８Ａ、２８Ｂ、２８Ｃ）が示
されている。圧力室２８の一端（以下、これをノズル端という場合がある）はノズル形成
部材２２に形成されたノズル２３につながり、他端（以下、これをマニホールド端という
場合がある）は液体供給口２５を経て、液体供給チューブ２１によって図示されていない
液体タンクに接続されている。そして、各圧力室２８内の隔壁２７表面には両隔壁２７の
上方から基板２６の底面に亘って繋がる電極２９Ａ、２９Ｂ、２９Ｃが密着形成され、各
電極２９Ａ、２９Ｂ、２９Ｃは、異方導電性フィルム７８とフレキシブルケーブル６を介
して、駆動信号生成手段１００に接続している。
【００４４】
　また、圧力室２８は、圧力室２８の出口側（図４（ｂ）における左側）の深溝部２８ａ
と、該深溝部２８ａから圧力室２８の入口側（図４（ｂ）における右側）に行くに従って
徐々に浅くなる浅溝部２８ｂとを有している。
【００４５】
　液体吐出ヘッド２の圧力室２８の数（ノズル２３の数）は、液体吐出ヘッド２の液体吐
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出幅に応じて適宜、１０個～１０００個程度に設定される。
【００４６】
　本実施形態において示したように、せん断モードで変形する圧電材料により構成される
場合には、後述する矩形波をより効果的に利用することができ、駆動電圧を低下させ、よ
り効率的な駆動が可能となる。
【００４７】
　駆動信号生成手段１００は、複数の駆動パルスを含む一連の駆動信号を各画素周期毎に
発生する駆動信号発生回路と、各圧力室毎に前記駆動信号発生回路から供給された駆動信
号の中から各画素のデータや圧力室の選択パターンデータに応じて駆動パルスを選択して
各圧力室に供給する駆動パルス選択回路とからなり、各画素のデータや圧力室の選択パタ
ーンデータに応じて電気・機械変換手段としての隔壁２７を駆動するための駆動パルスを
供給する。本実施形態においては、駆動パルスは、吐出パルスとしての、圧力室の容積を
膨張させた後に元の容積に戻す矩形波からなる膨張パルスと圧力室の容積を収縮させた後
に元の容積に戻す矩形波からなる収縮パルスとを含んでいる。
【００４８】
　各隔壁２７は、ここでは図５の矢印で示すように互いに分極方向が異なる２枚の圧電材
料２７ａ、２７ｂによって構成されているが、圧電材料は例えば符号２７ａの部分のみで
あってもよく、隔壁２７の少なくとも一部にあればよい。
【００４９】
　図６は、本発明における駆動信号の一例を示している。この例では、駆動信号は膨張パ
ルスと収縮パルス各１種の駆動パルスで構成されたものを例に説明する。
【００５０】
　図５の各隔壁２７表面に密着形成された電極２９Ａ、２９Ｂ、２９Ｃに駆動信号生成手
段１００の制御により図６に示すような、駆動電圧（波高値）Ｖｏｎ、パルス幅１ＡＬで
正電圧の膨張パルスと、膨張パルスに引き続いて印加され駆動電圧（波高値）Ｖｏｆｆ、
パルス幅２ＡＬで負電圧の収縮パルスとからなる吐出パルスが印加されると、以下に例示
する動作によって液体をノズル２３から吐出する。ここで、膨張パルス、収縮パルスはい
ずれも矩形波である。なお、図５ではノズルは省略してある。
【００５１】
　なお、ＡＬ（Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｌｅｎｇｔｈ）とは、圧力室の音響的共振周期の１／
２である。またパルス幅とは、電圧の立ち上がり始めから１０％と立ち下がり始めから１
０％との間の時間と定義する。このＡＬは、電気・機械変換手段である隔壁２７に矩形波
の駆動パルスを印加して吐出する液体の速度を測定し、矩形波の電圧値を一定にして矩形
波のパルス幅を変化させたときに、液体の飛翔速度が最大になるパルス幅として求められ
る。さらにここで矩形波は、電圧の１０％と９０％との間の立ち上がり時間、立ち下がり
時間のいずれもがＡＬの１／２以内、好ましくは１／４以内であるような波形である。
【００５２】
　電極２９Ａ、２９Ｂ、２９Ｃのいずれにも駆動パルスが印加されない時は、隔壁２７Ａ
、２７Ｂ、２７Ｃのいずれも変形しないが、図５（ａ）に示す状態において、電極２９Ａ
及び２９Ｃを接地すると共に電極２９Ｂに膨張パルスを印加すると、隔壁２７Ｂ、２７Ｃ
を構成する圧電材料の分極方向に直角な方向の電界が生じ、各隔壁２７Ｂ、２７Ｃ共に、
それぞれ隔壁２７ａ、２７ｂの接合面にズリ変形を生じ、図５（ｂ）に示すように隔壁２
７Ｂ、２７Ｃは互いに外側に向けて変形し、圧力室２８Ｂの容積を拡大して圧力室２８Ｂ
内に負の圧力が生じて液体が流れ込む。
【００５３】
　更に、その後、電位を０に戻すと、隔壁２７Ｂ、２７Ｃは図５（ｂ）に示す膨張位置か
ら図５（ａ）に示す中立位置に戻り、圧力室２８Ｂ内の液体に高い圧力が掛かる。次いで
、図５（ｃ）に示すように、隔壁２７Ｂ、２７Ｃを互いに逆方向に変形するように収縮パ
ルスを印加して、圧力室２８Ｂの容積を収縮させると、圧力室２８Ｂ内に正の圧力が生じ
る。これにより圧力室２８Ｂを満たしている液体の一部によるノズル内のメニスカスがノ
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ズルから押し出される方向に変化する。この正の圧力が液体をノズルから吐出する程に大
きくなると、液体はノズルから吐出する。その後、電位を０に戻し、隔壁２７Ｂ、２７Ｃ
を収縮位置から中立位置に戻すと、残留する圧力波の一部がキャンセルされる。他の各圧
力室も吐出パルスの印加によって上記と同様に動作する。
【００５４】
　図６に示す例では、膨張パルスの駆動電圧Ｖｏｎと収縮パルスの駆動電圧Ｖｏｆｆは、
｜Ｖｏｎ｜＞｜Ｖｏｆｆ｜とすることが好ましい。｜Ｖｏｎ｜＞｜Ｖｏｆｆ｜の関係とす
ると、特に吐出する液体の粘度が高い場合において吐出後のノズル内のメニスカスの定常
位置への復帰を促進する効果があり、高速安定出射が可能となり、好ましい態様である。
【００５５】
　なお、この電圧Ｖｏｎと電圧Ｖｏｆｆの基準電圧は０とは限らない。この電圧Ｖｏｎと
電圧Ｖｏｆｆは、それぞれ基準電圧からの差分の電圧である。また、同様な理由により｜
Ｖｏｎ｜／｜Ｖｏｆｆ｜＝２とすることがより好ましい。本実施形態の図６の吐出パルス
では、｜Ｖｏｎ｜／｜Ｖｏｆｆ｜＝２としている。
【００５６】
　このように少なくとも一部が圧電材料で構成された隔壁２７によって隔てられた複数の
圧力室２８を有する液体吐出ヘッド２を駆動する場合、一つの圧力室の隔壁が吐出の動作
をすると、隣の圧力室が影響を受けるため、通常、複数の圧力室２８のうち、互いに２本
以上の圧力室２８を挟んで離れている圧力室２８をまとめて１つの組となすようにして、
３つ以上の組に分割し、各組毎に液体吐出動作を時分割で順次行うように駆動制御される
。例えば、全圧力室２８を駆動してベタ画像を出力する場合には、圧力室２８を２本おき
に選んで３相に分けて吐出する、いわゆる３サイクル吐出法が行われる。
【００５７】
　かかる３サイクル吐出動作について、吐出ノズルの間引き無しの比較例について図７、
図８を用いて更に説明する。図７に示す例では、液体吐出ヘッドは圧力室がＡ１、Ｂ１、
Ｃ１、Ａ２、Ｂ２、Ｃ２、Ａ３、Ｂ３、Ｃ３、Ａ４、Ｂ４、Ｃ４の１２本の圧力室２８で
構成されているとして説明する。また、このときのＡ、Ｂ、Ｃの各組の圧力室２８に印加
される駆動パルスのタイミングチャートを図８に示す。図８は縦軸には圧力室Ａ１～Ｃ４
を、また、横軸には時間をとってある。図８のＤはエンコーダーのパルス信号であり、図
８では、２回分の３サイクル駆動のタイミングチャートが示されているが、以降同様に３
サイクル駆動が繰り返される。
【００５８】
　液体吐出時には、まず第１周期ｔ１では、Ｂ組、Ｃ組の圧力室の電極を接地してから吐
出パルスＰａをＡ組（Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４）の各圧力室の電極に電圧を印加する。Ａ
組の圧力室に膨張パルスと収縮パルスからなる吐出パルスＰａを印加すると、Ａ組の圧力
室から液体が吐出される。
【００５９】
　続いてＢ組（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４）の各圧力室２８へ、更に続いてＣ組（Ｃ１、Ｃ
２、Ｃ３、Ｃ４）の各圧力室２８へと上記同様に動作する。
【００６０】
　勿論、図８に示す駆動方法において、実際に印画する場合には上記のように全ての圧力
室に吐出パルスが印加されるとは限らず、画像信号に応じて駆動されない圧力室もある。
【００６１】
　複数の圧力室が多数並んだせん断モード方式の液体吐出ヘッドを吐出ノズルの間引き無
しで駆動すると、隔壁２７が変形し圧力の一部が伝達して他の圧力室に影響し、圧力室の
間でクロストークを生じ、液滴の飛翔速度を変化させる結果となり、着弾位置の変動等に
より画質に望ましくない影響が出る。
【００６２】
　上記のように３サイクル駆動の場合、第１周期ｔ１では、Ａ組であるＡ１、Ａ２、Ａ３
、Ａ４の４つの圧力室が同時に駆動される。この場合、対称性によりＢ１、Ｃ１、Ｂ２、
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Ｃ２・・・は、Ａ１、Ａ２の半分で符号が反対の圧力変化が発生する。これに対し、Ａ２
単独駆動の場合は、Ｃ１、Ｂ１、Ａ１、Ｂ２、Ｃ２、Ａ３・・・まで圧力変化を生じさせ
る。その結果、同時駆動の場合の方が、Ａ２に発生する圧力が大きくなり、液滴が高速で
飛翔し、液滴の大きさ即ち液滴量も変わることになる。
【００６３】
　この現象は、圧力室Ａ１、圧力室Ａ４についても、図では省略されている圧力室Ａ１の
左側にある圧力室Ａ０、圧力室Ａ４の右側にある圧力室Ａ５の影響を相互に受け、所謂ク
ロストークを生じるが、このように全てのＡ組の圧力室が駆動される場合には、両端の圧
力室を除いて全てのＡ組の圧力室からの液滴は速い速度で飛翔する。即ち、両端の圧力室
において速度低下が生じ、画質劣化の問題点がある。
【００６４】
　また、圧力室Ａ２のみが駆動される場合には、圧力室Ａ２からの液滴の飛翔は同時駆動
の場合より遅い速度となり、液滴量が変化したりして画質劣化の問題点がある。実際には
画像信号のパターンによって個々の圧力室が受けるクロストークの影響は異なり、ノズル
から飛翔する液滴の速度や液滴量も個々の状況によって異なる。
【００６５】
　また、このクロストークが起こる圧力室の範囲は、圧力室を構成している材料の剛性に
もよるが、通常数チャネル（圧力室）先までも伝達する。そこで、同時に動作する圧力室
の間隔を大きくし、駆動するサイクルを増やして駆動すれば良いが、そうすると全体の印
画時間が遅くなる等の問題がある。
【００６６】
　また、クロストーク対策として使用する圧力室の条件に応じた複雑な駆動制御を行った
り、圧力室毎に液滴速度を個別に補正する方法を用いることも考えられるが、いずれも外
部の駆動回路や制御ソフトウエアへの負荷が大きくなるという問題がある。
【００６７】
　本発明においては、複数の圧力室をＮ個（Ｎは３以上の整数）の組に分割し、吐出に使
用する圧力室を（Ｎ－２）個おきに選択し、前記基材の同一の領域に対して１回の相対移
動をさせながら各組毎に液体吐出動作を時分割で順次行う点に特徴がある。吐出に使用す
る圧力室を（Ｎ－２）個おきに選択することにより、駆動するサイクルが増加することな
く、同一サイクルで駆動する隣接圧力室間の距離を増加させ、クロストークを低減できる
。
【００６８】
　なお、例えば、吐出に使用する圧力室を（Ｎ－１）個おきに選択した場合は、同一サイ
クルで駆動する隣接圧力室間の距離を増加させることができず、クロストークを低減でき
ない。
【００６９】
　また、（Ｎ－２）の代わりにＮ以上の整数とした場合は、同一サイクルで駆動する隣接
圧力室間の距離を増加させ、クロストークを低減できるが、フルベタ時の圧力室（ノズル
）使用率が低下するので、生産性が低下する。あえて、生産性よりもクロストークの低減
効果を優先する場合には、吐出用として（Ｎ－２）個おきに選択された圧力室の一部に対
して非吐出データを供給することにより、Ｌ個（ＬはＮ以上の整数）おきで間引いて、ク
ロストークの低減効果を高めるようにしても良い。
【００７０】
　前記基材の同一の領域に対して１回の相対移動をさせながら各組毎に液体吐出動作を時
分割で順次行う１パス方式で印画することにより、マルチパス方式に比較して印画に要す
る時間は短くなり、生産性が向上する。
【００７１】
　また、圧力室毎に液滴速度を補正したり画像信号のパターンによって駆動条件を変更す
るなどの複雑な駆動制御を行うことなく、各圧力室に共通の駆動パルスを印加する単純な
駆動回路を用いることが可能になる。
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【００７２】
　本実施形態の間引き駆動のタイムチャートの一例を図９に示す。図９は縦軸には圧力室
Ａ１～Ｃ４を、また、横軸には時間をとってある。
【００７３】
　まず、本実施形態ではＮ＝３であるので、図９に示すように１２個の圧力室のうち、吐
出に使用する圧力室を（Ｎ－２）＝１個おきに選択し、各組毎に液体吐出動作を時分割で
順次行う。図９の例では、Ａ組では、Ａ１～Ａ４の４個の圧力室のうちＡ１とＡ３が選択
され、Ｂ組では、Ｂ１～Ｂ４の４個の圧力室のうちＢ２とＢ４が選択され、Ｃ組では、Ｃ
１～Ｃ４の４個の圧力室のうちＣ１とＣ３が選択される。
【００７４】
　このように（Ｎ－２）＝１個おきに選択することにより、同一サイクル（組）で駆動す
る隣接圧力室間の距離を増加させ（図８の比較例に対して圧力室間のピッチが２倍になる
）、クロストークを低減できる。
【００７５】
　初め、Ｂ組、Ｃ組の圧力室の電極を接地してから第１周期ｔ１の吐出パルスＰａをＡ１
、Ａ３の圧力室に同時に印加し駆動すると、これらＡ１、Ａ３の圧力室の隔壁が同時に変
化し、各ノズルから液滴が飛翔する。前記のように液滴を吐出する圧力室は初め体積を増
加した後、急激に体積を縮小する。
【００７６】
　このようにして、第１周期ｔ１では、Ａ組のＡ２、Ａ４の圧力室は電極を接地して、間
引かれて駆動せず、Ａ１、Ａ３の圧力室のみ駆動する。
【００７７】
　次に、Ａ組、Ｃ組の圧力室の電極を接地してから第２周期ｔ２の吐出パルスＰｂをＢ２
、Ｂ４の圧力室に同時に印加し駆動すると、これらＢ２、Ｂ４の圧力室の隔壁が同時に変
化し、各ノズルから液滴が飛翔する。前記のように液滴を吐出する圧力室は初め体積を増
加した後、急激に体積を縮小する。
【００７８】
　このようにして、第２周期ｔ２では、Ｂ組のＢ１、Ｂ３の圧力室は電極を接地して、間
引かれて駆動せず、Ｂ２、Ｂ４の圧力室のみを駆動する。
【００７９】
　次に、Ａ組、Ｂ組の圧力室の電極を接地してから第３周期ｔ３の吐出パルスＰｃをＣ１
、Ｃ３の圧力室に同時に印加し駆動すると、これらＣ１、Ｃ３の圧力室の隔壁が同時に変
化し、各ノズルから液滴が飛翔する。前記のように液滴を吐出する圧力室は初め体積を増
加した後、急激に体積を縮小する。
【００８０】
　このようにして、第３周期ｔ３では、Ｃ組のＣ２、Ｃ４の圧力室は電極を接地して、間
引かれて駆動せず、Ｃ１、Ｃ３の圧力室のみを駆動する。
【００８１】
　かかるせん断モード方式の液体吐出ヘッドでは、隔壁の変形は壁の両側に設けられる電
極に掛かる電圧差で起こるので、液体吐出を行う圧力室の電極に負電圧を掛ける代わりに
、液体吐出を行う圧力室の電極を接地して、その両隣の圧力室の電極に正電圧を掛けるよ
うにしても同様に動作させることができる。この後者の方法によれば、図９の駆動信号を
印加した場合と全く同一の効果を奏することができる上に、正電圧のみによって回路構成
が可能であるため、回路設計上有利である。
【００８２】
　尚、液体吐出ヘッドのノズルのピッチ（圧力室のピッチ）は、間引いた後のノズルのピ
ッチが印画のピッチに合うように、ヘッド製造時に設計するか、長さの長いヘッドを作製
しヘッドを回転させ図２のＹ方向に対して傾けることにより印画のピッチに合わせるよう
にするか、あるいは、（Ｎ－１）個分のヘッドを準備し、（Ｎ－１）個のヘッドの各ノズ
ルがノズル列方向（図２のＹ方向）に同じ位置になるように貼り合わせてもよい。例えば
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、上記Ｎ＝３の実施形態の場合、液体吐出ヘッド２を２つ用意し、２つのヘッドの各ノズ
ルがノズル列方向（図２のＹ方向）に同じ位置になるように貼り合わせればよい。この２
列ヘッドの各列の圧力室を前述したような間引きパターンで分割駆動すればよい。
【００８３】
　具体的には、２つのヘッドで圧力室の選択パターンを異ならせ（例えば、一方のヘッド
を図９の選択パターンで駆動し、他方のヘッドを後述する図１２の選択パターンで駆動す
る）、選択された各ノズルがヘッド間で相互に１／２ピッチずらされ、千鳥状に配置する
ようにすればよい。これにより、各ヘッドが間引きにより、元のヘッドの２倍のノズルピ
ッチのヘッドであるので、選択されたノズルのピッチを互いに１／２ずらせることで、間
引かない状態の元のヘッドのノズルピッチの液体吐出ヘッドとして使用することが可能と
なり、ノズル数を増やし、高密度の液体吐出ヘッドとすることができる。
【００８４】
　また、一方のヘッドの圧力室の選択パターンを変更する場合は、同時に他方のヘッドの
圧力室の選択パターンを変更することで、即ち、ヘッド間で圧力室の選択パターンを交換
することにより高密度の状態を維持できる。
【００８５】
　次に、図１０を用いて、かかるせん断モード方式の液体吐出ヘッド２において、間引か
れて選択されなかった圧力室のノズルのメニスカスに微振動を与える好ましい例について
説明する。ここでも上記同様に３サイクル吐出動作を行うものについて説明する。また、
ここでは、図９に示すようにＡ組のＡ２、Ａ４、Ｂ組のＢ１、Ｂ３、Ｃ組のＣ２、Ｃ４の
圧力室がいずれも間引かれて吐出用の圧力室として選択されず、吐出を行わず、これらの
圧力室のノズルのメニスカスに微振動を与える場合について説明する。
【００８６】
　本実施形態においてノズルから液体を吐出させない程度に微振動させる微振動パルスは
、図６に示す収縮パルスを利用する。また、微振動パルスは矩形波からなることが好まし
い。
【００８７】
　微振動パルスに矩形波を用いることで、台形波を使用する方法に比べてメニスカスを微
振動させる効率が良く、低い駆動電圧で振動させることができる上に、簡単なデジタル回
路で駆動回路を設計できる効果がある。
【００８８】
　また、収縮パルスを微振動パルスに利用することにより、吐出パルス及び微振動パルス
を発生するための駆動信号生成手段１００における駆動パルスの数を少なくできるととも
に電源電圧数を少なくして回路コストを下げることができる。また、｜Ｖｏｎ｜＞｜Ｖｏ
ｆｆ｜に設定して、微振動パルスの電圧を電圧の低いＶｏｆｆ電圧に設定することで、微
振動が強く掛かりすぎることがなく、液体をノズルから吐出させない程度の微振動を効率
良く掛けることができる。更に、微振動パルスの印加によるクロストークへの影響を抑え
ることができる。
【００８９】
　また、例えば、膨張パルスと収縮パルスで構成される吐出パルスとは別に微振動パルス
を駆動信号に含ませるようにする場合において、微振動パルスの電圧を収縮パルスのＶｏ
ｆｆ電圧に設定することで、駆動信号生成手段１００における電源電圧数を少なくして回
路コストを下げることができる。
【００９０】
　図１０に示す例では、画像印画領域内において、始めにＡ組の第１周期では、間引かれ
て吐出ノズルとして選択されないＡ２及びＡ４の圧力室の電極に正電圧の膨張パルスを印
加する代わりに接地するとともに２ＡＬ幅の負電圧の矩形波からなる収縮パルスのみを印
加している。これによりＡ２及びＡ４の圧力室のノズル内のメニスカスは、ノズルから液
体を吐出させない程度に押し出させるように微振動が与えられ、隣接するＢ組（Ｂ２、Ｂ
４）及びＣ組（Ｃ１、Ｃ３）の各圧力室は片側の隔壁のみが変位して、Ａ組の圧力室の半
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分の強度の微振動が与えられる。
【００９１】
　Ａ組の圧力室の第一周期が終了し、続いてＢ組の第２周期も同様に、間引かれて吐出ノ
ズルとして選択されないＢ１及びＢ３の圧力室の電極に２ＡＬ幅の負電圧の矩形波からな
る収縮パルスのみを印加し、メニスカスを微振動させる。Ｃ組のＣ２、Ｃ４の圧力室の収
縮パルスの印加及び微振動も同様に行われる。
【００９２】
　このように、吐出用の圧力室として選択されなかった圧力室の電極にも常に、収縮パル
スを印加していることで、ノズル開口付近の液体の増粘を効果的に抑制することができる
。
【００９３】
　実際には前記のように常に、選択された全ての圧力室が駆動されるとは限らず、画像信
号に従って、印画画素の圧力室のみ駆動し、液滴を飛翔させて画像を形成する。
【００９４】
　次に、図１１を用いて、画像領域内で非吐出の画素の圧力室のノズルのメニスカスに微
振動を与える好ましい例について説明する。ここでも上記図１０と同様に間引かれて吐出
ノズルとして選択されず、吐出を行わず、これらの圧力室のノズルのメニスカスに微振動
を与えるものについて説明する。ここでは、図１１に示すようにＣ組のＣ１の圧力室が吐
出ノズルとして選択されているが、画像データは非吐出であり、吐出を行わず、このＣ１
の圧力室のノズルのメニスカスに微振動を与える場合について説明する。
【００９５】
　本実施形態においてノズルから液体を吐出させない程度に微振動させる微振動パルスは
、図６に示す収縮パルスを利用する。Ｃ組の第３周期では、非吐出画素のＣ１の圧力室の
電極に２ＡＬ幅の負電圧の矩形波からなる収縮パルスのみを印加している。これによりＣ
１の圧力室のノズル内のメニスカスは、ノズルから液体を吐出させない程度に押し出させ
るように微振動が与えられ、隣接するＢ１、Ａ２の各圧力室は片側の隔壁のみが変位して
、Ｃ１の圧力室の半分の強度の微振動が与えられる。
【００９６】
　このように、非吐出画素の圧力室の電極にも常に、収縮パルスを印加していることで、
ノズル開口付近の液体の増粘を効果的に抑制することができる。
【００９７】
　このようにして、図９、図１０あるいは図１１に示すようなパターンで、圧力室を１つ
おきに間引いて使用して印画を継続する。
【００９８】
　そして、例えば、選択している圧力室に対応する複数のノズルのうち少なくとも１つの
ノズルに不吐出等の不具合が生じたときに、図１２に示すように他のパターンに属するノ
ズルを選択して使用する。
【００９９】
　図１２では、吐出に使用する圧力室を（Ｎ－２）＝１個おきに、図９で選択されたかっ
た圧力室を選択し、各組毎に液体吐出動作を時分割で順次行う。図１２の例では、Ａ組で
は、Ａ１～Ａ４の４個の圧力室のうちＡ２とＡ４が選択され、Ｂ組では、Ｂ１～Ｂ４の４
個の圧力室のうちＢ１とＢ３が選択され、Ｃ組では、Ｃ１～Ｃ４の４個の圧力室のうちＣ
２とＣ４が選択される。
【０１００】
　不具合の検出は、ノズル欠（液体の不吐出）を検出する検出手段を設け、検出手段から
の信号に基づいて行うようにすれば良く、また、ユーザーが基材上の画像を観察してノズ
ル欠（液体の不吐出）を認識した場合にユーザーからの指示で変更するようにしても良い
。
【０１０１】
　図１２では、Ａ組の第１周期では、Ａ２、Ａ４の圧力室を選択し、Ａ２、Ａ４の圧力室
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の電極に吐出パルスを印加し、液滴を吐出させる。同様に、Ｂ組の第２周期では、Ｂ１、
Ｂ３の圧力室を選択し、Ｃ組の第３周期では、Ｃ２、Ｃ４の圧力室を選択し、それぞれ液
滴を吐出させる。
【０１０２】
　図１２のパターンにおいても、前述の図１０、１１のように、選択されなかった圧力室
や選択されていて非吐出の画素の圧力室の電極に収縮パルスのみを印加して微振動させる
ことが好ましい。
【０１０３】
　選択する圧力室を変更する際は、直前に選択されて使用していた圧力室（Ａ１、Ｃ１、
Ｂ２、Ａ３、Ｃ３、Ｂ４）以外の圧力室（Ｂ１、Ａ２、Ｃ２、Ｂ３、Ａ４、Ｃ４）に対応
するノズルからフラッシングを行うことが好ましい。
【０１０４】
　即ち、図１２の選択パターンで印画動作を開始する前に、図１２に示すようなパターン
の吐出パルスを印加して、前述の液体受け７に向けて液体を吐出してフラッシングを行っ
て目詰まり等の不具合を解消する。
【０１０５】
　なお、選択パターンを変更するタイミングは、選択している圧力室に対応するノズルの
少なくとも１つのノズルに不吐出等の不具合が生じたときに限定するものではなく、所定
量の画像情報の印画動作が完了する毎に変更する様にしてもよい。連続して画像情報を印
画する際は、同一の選択パターンで印画することが好ましい。
【０１０６】
　通常、画像データの先頭部にヘッダ情報等が付随しているので、印画するジョブ毎、も
しくは、頁毎に、選択パターンを切り換える様にすればよい。
【０１０７】
　また、選択パターンを変更することにより、ノズル位置にずれが生じる場合は、移動手
段（図示せず）によりずれ量分だけ各液体吐出ヘッド２をＹ方向（ノズル配列方向）に移
動させてから変更した選択パターンで印画をするようにすることが好ましい。
【０１０８】
　さらに、任意の１つの圧力室のノズルから液滴を吐出した後、隣接する圧力室に発生す
る圧力波の残響が減衰する減衰時間をＴとしたとき、サイクル間の駆動周期ｔは、Ｔ以上
に設定することが好ましい。
【０１０９】
　隣接する圧力室とは、吐出に使用する圧力室として選択された圧力室のうち、上記任意
の１つの圧力室に最も近い位置にある圧力室を意味し、図９の３サイクル駆動の例では、
例えば、Ａ３の圧力室を任意の１つの圧力室として、ノズルから液滴を吐出した後、Ｂ２
またはＣ３の圧力室（Ａ３とは１本の圧力室を挟んで隣接している圧力室）に発生する圧
力波の残響が減衰する減衰時間をＴとする。
【０１１０】
　減衰時間Ｔは、駆動周期ｔと隣接する圧力室から吐出される液体の液滴速度の関係を測
定することにより測定できる。圧力波の残響が減衰した時点では、駆動パルスが印加され
ていない状態での圧力に復帰しており、通常は圧力室内が定常的に若干の負の圧力に設定
されている。この時点では、残響の影響がないので、吐出される液体の液滴速度は変動が
無く通常の速度で吐出される。これにより例えば、図９において駆動周期ｔでＡ３から液
体を吐出した後、次の周期でＢ２から液体を吐出するような場合においてもＢ２のノズル
から安定に吐出できる。
【０１１１】
　図１３は、図６に示す駆動周期ｔの吐出パルスで任意の１つの圧力室Ｘのノズルから液
滴を吐出した後、１本の圧力室を挟んで隣接する圧力室Ｙに同様な吐出パルスを印加して
ノズルから液体を吐出させたときの、駆動周期ｔと隣接する圧力室Ｙのノズルから吐出さ
れる液体の液滴速度の関係を示している。駆動周期ｔは、パルス幅１ＡＬの膨張パルスと
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２ＡＬの収縮パルスに続くアース電位の休止期間を約２ＡＬから１３ＡＬまで変化させる
ことにより変化させている。
【０１１２】
　図１３において、液滴速度変動がほぼ収まっている時間が減衰時間Ｔであり、約１３Ａ
Ｌである。
【０１１３】
　例えば、図９に示すようなＮ＝３の間引き駆動では、駆動周期ｔは、Ｔ＝１３ＡＬ以上
に設定することが好ましい。
【０１１４】
　以上の例では、Ｎ＝３として３サイクルで駆動するようにしているが、Ｎは４以上の整
数でもよい。なお、Ｎは、１０以下が好ましく、５以下がさらに好ましい。あまり長すぎ
ると駆動周期が長くなってしまうため好ましくない。
【０１１５】
　また、以上の例のようにＮ＝３として３サイクルで駆動するものは、圧力室の使用効率
が高く、最短の周期で吐出させることができるので、特に高速印画を達成する場合に好ま
しい態様である。
【０１１６】
　次に、Ｎ＝４として４サイクルで駆動する例について説明する。
【０１１７】
　本実施形態は、全圧力室２８を駆動してベタ画像を出力する場合には、圧力室２８を３
本おきに選んで４相に分けて吐出する、いわゆる４サイクル吐出法が行われる。その他の
構成及び制御動作は上述した３サイクル駆動の実施形態の場合と同様であるので、ここで
は、上記圧力室の選択パターンであって上記実施形態との相違点について説明する。
【０１１８】
　かかる４サイクル吐出動作について間引き無しの比較例について図１４を用いて更に説
明する。図１４に示す例では、液体吐出ヘッドは圧力室がＡ１、Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１、Ａ２
、Ｂ２、Ｃ２、Ｄ２、Ａ３、Ｂ３、Ｃ３、Ｄ３、Ａ４、Ｂ４、Ｃ４、Ｄ４、Ａ５、Ｂ５、
Ｃ５、Ｄ５、Ａ６、Ｂ６、Ｃ６、Ｄ６の２４本の圧力室２８で構成されているとして説明
する。
【０１１９】
　液体吐出時には、まずＡ組（Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６）の各圧力室の電極
に電圧を印加し、その両隣の圧力室の電極を接地する。Ａ組の圧力室に膨張パルスと収縮
パルスからなる吐出パルスＰａを印加すると、吐出したいＡ組の圧力室から液体が吐出さ
れる。
【０１２０】
　続いてＢ組（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６）の各圧力室２８、続いてＣ組（Ｃ
１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６）の各圧力室２８、更に続いてＤ組（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ
３、Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６）の各圧力室２８、へと上記同様に動作する。
【０１２１】
　この間引き駆動のタイムチャートの一例を図１５に示す。
【０１２２】
　まず、本実施形態ではＮ＝４であるので、図１５に示すように２４個の圧力室のうち、
吐出に使用する圧力室を（Ｎ－２）＝２個おきに選択し、各組毎に液体吐出動作を時分割
で順次行う。図１５の例では、Ａ組では、Ａ１～Ａ６の６個の圧力室のうちＡ１とＡ４が
選択され、Ｂ組では、Ｂ１～Ｂ６の６個の圧力室のうちＢ３とＢ６が選択され、Ｃ組では
、Ｃ１～Ｃ６の６個の圧力室のうちＣ２とＣ５が選択され、Ｄ組では、Ｄ１～Ｄ６の６個
の圧力室のうちＤ１とＤ４が選択される。
【０１２３】
　このように（Ｎ－２）＝２個おきに選択することにより、同一サイクル（組）で駆動す
る隣接圧力室間の距離を増加させ（図１４の比較例に対して圧力室間のピッチが３倍にな
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る）、クロストークを低減できる。
【０１２４】
　初め、Ｂ組、Ｃ組、Ｄ組の圧力室の電極を接地してから第１周期ｔ１の吐出パルスＰａ
をＡ１、Ａ４の圧力室に同時に印加し駆動すると、これらＡ１、Ａ４の圧力室の隔壁が同
時に変化し、各ノズルから液滴が飛翔する。前記のように液滴を吐出する圧力室は初め体
積を増加した後、急激に体積を縮小する。
【０１２５】
　このようにして、第１周期ｔ１では、Ａ組のＡ２、Ａ３、Ａ５、Ａ６の圧力室は電極を
接地して、間引かれて駆動せず、Ａ１、Ａ４の圧力室のみを駆動する。
【０１２６】
　次に、Ａ組、Ｃ組、Ｄ組の圧力室の電極を接地してから第２周期ｔ２の吐出パルスＰｂ
をＢ３、Ｂ６の圧力室に同時に印加し駆動すると、これらＢ３、Ｂ６の圧力室の隔壁が同
時に変化し、各ノズルから液滴が飛翔する。前記のように液滴を吐出する圧力室は初め体
積を増加した後、急激に体積を縮小する。
【０１２７】
　このようにして、第２周期ｔ２では、Ｂ組のＢ１、Ｂ２、Ｂ４、Ｂ５の圧力室は電極を
接地して、間引かれて駆動せず、Ｂ３、Ｂ６の圧力室のみを駆動する。
【０１２８】
　次に、Ａ組、Ｂ組、Ｄ組の圧力室の電極を接地してから第３周期ｔ３の吐出パルスＰｃ
をＣ２、Ｃ５の圧力室に同時に印加し駆動すると、これらＣ２、Ｃ５の圧力室の隔壁が同
時に変化し、各ノズルから液滴が飛翔する。前記のように液滴を吐出する圧力室は初め体
積を増加した後、急激に体積を縮小する。
【０１２９】
　このようにして、第３周期ｔ３では、Ｃ組のＣ１、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ６の圧力室は電極を
接地して、間引かれて駆動せず、Ｃ２、Ｃ５の圧力室のみを駆動する。
【０１３０】
　次に、Ａ組、Ｂ組、Ｃ組の圧力室の電極を接地してから第４周期ｔ４の吐出パルスＰｄ
をＤ１、Ｄ４の圧力室に同時に印加し駆動すると、これらＤ１、Ｄ４の圧力室の隔壁が同
時に変化し、各ノズルから液滴が飛翔する。前記のように液滴を吐出する圧力室は初め体
積を増加した後、急激に体積を縮小する。
【０１３１】
　このようにして、第４周期ｔ４では、Ｄ組のＤ２、Ｄ３、Ｄ５、Ｄ６の圧力室は電極を
接地して、間引かれて駆動せず、Ｄ１、Ｄ４の圧力室のみを駆動する。
【０１３２】
　前述の３サイクル駆動と同様に、吐出に使用する圧力室を選択するパターンを変更可能
である。４サイクル駆動では、２個おきに間引くので、図１５以外にもさらに２つの選択
パターンが可能であり、合計３つの選択パターンで変更可能である。
【０１３３】
　次に、図１６を用いて、間引かれて選択されなかった圧力室のノズルのメニスカスに微
振動を与える好ましい例について説明する。ここでも上記同様に４サイクル吐出動作を行
うものについて説明する。また、ここでは、図１５に示すようにＡ組のＡ２、Ａ３、Ａ５
、Ａ６、Ｂ組のＢ１、Ｂ２、Ｂ４、Ｂ５、Ｃ組のＣ１、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ６、Ｄ組のＤ２、
Ｄ３、Ｄ５、Ｄ６の圧力室がいずれも間引かれて吐出用の圧力室として選択されず、吐出
を行わず、これらの圧力室のノズルのメニスカスに微振動を与える場合について説明する
。
【０１３４】
　図１６に示す例では、画像印画領域内において、始めにＡ組の第１周期では、間引かれ
て選択されないＡ２、Ａ３、Ａ５、Ａ６の圧力室の電極に正電圧の膨張パルスを印加する
代わりに接地するとともに２ＡＬ幅の負電圧の矩形波からなる収縮パルスのみを印加して
いる。これによりＡ２、Ａ３、Ａ５、Ａ６の圧力室のノズル内のメニスカスは、ノズルか
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ら液体を吐出させない程度に押し出させるように微振動が与えられ、隣接するＢ組（Ｂ２
、Ｂ３、Ｂ５、Ｂ６）及びＤ組（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ４、Ｄ５）の各圧力室は片側の隔壁のみ
が変位して、Ａ組の圧力室の半分の強度の微振動が与えられる。
【０１３５】
　Ａ組の圧力室の第１周期が終了し、続いてＢ組の第２周期も同様に、間引かれて選択さ
れないＢ１、Ｂ２、Ｂ４、Ｂ５の圧力室の電極に２ＡＬ幅の負電圧の矩形波からなる収縮
パルスのみを印加し、メニスカスを微振動させる。Ｃ組、Ｄ組の選択されない圧力室の収
縮パルスの印加及び微振動も同様に行われる。
【０１３６】
　この図１５の４サイクル駆動の例では、例えば、Ａ４の圧力室を任意の１つの圧力室と
して、ノズルから液滴を吐出した後、Ｂ３またはＤ４の圧力室（Ａ４とは２本の圧力室を
挟んで隣接している圧力室）に発生する圧力波の残響が減衰する減衰時間をＴとする。駆
動周期ｔをＴ以上に設定することが好ましい。これにより例えば、図１５において駆動周
期ｔでＡ４の圧力室のノズルから液体を吐出した後、次の駆動周期でＢ３の圧力室のノズ
ルからから液体を吐出するような場合においても、Ｂ３のノズルから安定に吐出できる。
【０１３７】
　尚、以上に述べた本発明に係る液体吐出装置は、液体吐出ヘッドとして基材の幅に相当
する長さを有するフルライン型のヘッドを有する１パス方式のものを例に採り説明したが
、図１９に示すように、液体吐出ヘッドとして、往復走査型のヘッドを採用する１パス方
式の液体吐出装置を用いることも可能である。
【０１３８】
　図１９において、液体吐出ヘッド２は、移動手段（図示せず）によりガイド５２に沿っ
て基材１０上をＸ方向に往復移動可能に構成され、複数のノズル２３の配列方向が基材の
搬送方向Ｘに沿う方向になるように設置される。
【０１３９】
　なお、図中、７は液体受け器であり、液体吐出ヘッド２が画像印画領域外、即ち、非印
画時のホームポジション等の待機位置に設けられている。
【０１４０】
　装置の印画作動について簡単に説明する。
【０１４１】
　まず、基材１０をＸ方向に搬送し、液体吐出ヘッド２に対向する位置へと搬送して停止
させる。
【０１４２】
　引き続いて、液体吐出ヘッド２は、基材１０の搬送方向Ｘと直交する方向Ｙに、初期位
置から終点位置の間を往復作動し、例えば、往方向の作動に連動して前述のような間引き
パターンで液体を吐出させる印画作動により、基材１０に画像が印画される。
【０１４３】
　液体吐出ヘッド２による往方向での印画作動が終了すると、基材１０は、液体吐出ヘッ
ド２の往方向の作動で液体を吐出して印画できる、基材１０の搬送方向の印画幅に相当す
る搬送量だけ搬送されて停止する。一方、液体吐出ヘッド２は基材１０の搬送作動に連動
して、終点位置から初期位置へと復帰する。
【０１４４】
　このように、基材の同一の領域に対して１回の走査で液体を吐出する液体吐出ヘッド２
の印画作動と連携して、基材１０を一定のタイミングで基材１０の搬送方向の印画幅に相
当する搬送量を搬送する搬送制御を繰り返して実行して、液体吐出ヘッド２が基材１０に
画像を印画（形成）できるようにしている。
【０１４５】
　即ち、本実施形態においては、液体吐出ヘッド２をＸ方向に往復移動させる移動手段が
、液体吐出ヘッドと基材を相対移動させる相対移動手段に相当する。
【０１４６】
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　また、基材の同一の領域に対して１回の走査で液体を吐出する間は、圧力室の選択パタ
ーンは変更しないことが好ましい。即ち、パターンの変更は、１走査が終了した時点で行
うことが好ましい。
【０１４７】
　また、前述のようにパターンを変更して、印画作動を開始する場合は、液体吐出ヘッド
２を液体受け器７に対向する位置に移動させて液体受け器７に向けて選択されていなかっ
た全圧力室の全ノズルからフラッシングを行い目詰まり等を解消して、正常な液体の吐出
ができるようにするようにした後に、初期位置から終点位置へと往復作動を開始し、基材
１０に画像を印画するようになっている。
【０１４８】
　なお、本実施の形態においては印画作動の説明を簡単にするために、液体吐出ヘッド２
は、初期位置から終点位置へと移動する往方向でのみ液体を吐出して印画を実行するよう
にしたが、往方向と復方向の両方向で印画を行うようにしても良い。
【０１４９】
　なお、液体吐出ヘッド２が往復両方向で印画を行う場合は、前述した往方向での印画と
同様に、液体吐出ヘッド２の復方向の印画と連携して、基材１０の搬送方向の印画幅に相
当する搬送量を搬送する搬送制御が実行される。
【０１５０】
　このように、本発明は、液体吐出ヘッドとして往復走査型のヘッドを有する液体吐出装
置に対しても適用することができるものである。
【０１５１】
　以上説明したように、せん断モード方式の液体吐出ヘッドを用いて、複数の圧力室をＮ
個（Ｎは３以上の整数）の組に分割し、吐出に使用する圧力室を（Ｎ－２）個おきに選択
し、前記基材の同一の領域に対して１回の相対移動をさせながら各組毎に液体吐出動作を
時分割で順次行うことにより、簡単な構成で、生産性が低下することなく、同一サイクル
（組）で駆動する隣接圧力室間の「クロストーク」を極力抑え、「クロストーク」に起因
する液滴速度及び液滴量の変動を低減することができる液体吐出装置を提供することがで
きる。
【０１５２】
　また、Ｎ＝３に設定することにより、圧力室の使用効率が高く、最短の周期で吐出させ
ることができるので、特に高速印画を達成する場合に好ましい。
【０１５３】
　また、液体を吐出させる際に、選択されなかった圧力室の隔壁の電極に対して、ノズル
内のメニスカスをノズルから液体を吐出させない程度に微振動させる微振動パルスを印加
することにより、吐出用の圧力室として選択されなかった圧力室のノズル開口付近の液体
の増粘を効果的に抑制することができる。
【０１５４】
　また、吐出に使用する圧力室を（Ｎ－２）個おきに選択する際に、選択する圧力室を変
更可能であることにより、例えば、選択されている圧力室のノズルに不吐出が生じた時に
、ヘッドを交換することなく、選択されていない圧力室から、新たに（Ｎ－２）個おきに
選択し印画を継続できる。このことにより、ヘッド交換の回数を減らして稼働率の高い印
画作業ができると共に、高い信頼性、高スループットが実現できる。
【０１５５】
　また、基材の同一の領域に対して１回の相対移動で液体を吐出させている間は、選択す
る圧力室を変更しないことにより、駆動制御が容易になる。
【０１５６】
　また、選択する圧力室を変更する際は、直前に選択されて使用していた圧力室以外の圧
力室に対応するノズルからフラッシングを行うことにより、直前に使用していた圧力室か
らはフラッシングを行わずに無駄に消費される液体を節約すると共に、選択されずに使用
されていなかった圧力室のノズル開口で増粘した液体を排出してノズル詰まりを防止でき



(18) JP 2010-69818 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

る。
【０１５７】
　また、選択された圧力室の隔壁の電極に対して、圧力室の容積を膨張させた後に元の容
積に戻す矩形波からなる膨張パルスと、圧力室の容積を収縮させた後に元の容積に戻す矩
形波からなる収縮パルスとを含む吐出パルスを印加することにより液体を吐出させること
により、駆動回路の簡素化を図ることが可能であり、また、駆動効率が高く、消費電力が
低いという効果も得られる。
【０１５８】
　また、膨張パルスの電圧Ｖｏｎ、収縮パルスの電圧Ｖｏｆｆとの比｜Ｖｏｎ｜／｜Ｖｏ
ｆｆ｜が２であることにより、高粘度液体の吐出後のメニスカス復帰を促進し、高速安定
出射が可能になる。
【０１５９】
　また、微振動パルスは、圧力室の容積を収縮させた後に元の容積に戻す矩形波を含み、
前記収縮パルスの電圧Ｖｏｆｆと同電圧であることにより、微振動パルスの電圧を電圧の
低いＶｏｆｆ電圧に設定することで、微振動が強く掛かりすぎることがなく、液体をノズ
ルから吐出させない程度の微振動を効率良く掛けることができる。
【０１６０】
　本発明に係る液体吐出装置は、ノズルから液体を吐出する液体吐出装置、例えば有機Ｅ
ＬディスプレイのＥＬ材料の塗布や、液晶用パネルのスペーサー粒子や電極材料等の塗布
等に用いられる塗布装置に限らず、インクジェットプリンタ等にも同様に採用することが
できる。
【実施例】
【０１６１】
　以下、本発明の実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらの例に限定されるものでは
ない。
＜実施例１＞
　図４に示すせん断モード方式の液体吐出ヘッド（ノズル数：２５６、ノズル径：２３μ
ｍ、ＡＬ：５．０μｓ）の各圧力室を３群に分け、図６に示す駆動信号を基本として、図
９に示すような間引きパターンで３サイクル駆動を行い、１２８個の各ノズル（圧力室）
から吐出した液体の飛翔速度（液滴速度）及び１滴の液滴量を測定した。なお、吐出用に
選択された各圧力室には、図６に示す共通の駆動信号を印加した。
【０１６２】
　尚、画像パターンの違いによる液滴速度及び１滴の液滴量の変動を調べるため、中央の
１つの圧力室を上記駆動信号で単独で駆動した場合の液滴速度及び１滴の液滴量も測定し
た。
液体：水系顔料インク
粘度８．０ｍＰａ・ｓ　表面張力３５．５ｍＮ／ｍ　ａｔ２５℃
駆動周期ｔ：１５ＡＬ＝３７．５μｓ
駆動電圧比：｜Ｖｏｎ｜／｜Ｖｏｆｆ｜＝２
Ｖｏｎ＝１５Ｖ
膨張パルスのパルス幅：１ＡＬ＝５．０μｓ
収縮パルスのパルス幅：２ＡＬ＝１０．０μｓ
　以上の結果について、液体吐出ヘッドの液滴速度分布のグラフを図１７に示す。
【０１６３】
　図１７に示すように間引き駆動を行った本発明では、液滴速度分布がほとんどなく、均
一であることが確認された。また、中央の１つの圧力室を単独で駆動した場合の液滴速度
は５（ｍ／ｓ）であり、図１７に示す液滴速度とほぼ同じであり画像パターンによる液滴
速度の変動はほとんど無いことが確認できた。
【０１６４】
　また、液滴量分布も液滴速度分布と同様に均一であり、画像パターンによる液滴量の変
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動もほとんど無かった。
＜比較例１＞
　実施例１と同一の液体吐出ヘッドにおいて、図８に示す間引かないパターンで３サイク
ル駆動を行い、２５６個の各ノズル（圧力室）から吐出した液体の飛翔速度を測定した以
外は実施例１と同様に評価した。
【０１６５】
　以上の結果について、液体吐出ヘッドの液滴速度分布のグラフを図１８に示す。
【０１６６】
　図１８に示すように間引き駆動を行わない比較例では、両端のノズル（圧力室）から吐
出した液体の飛翔速度が著しく低下していることが確認された。また、中央の１つの圧力
室を単独で駆動した場合の液滴速度は５（ｍ／ｓ）であり、図１８に示す両端の液滴速度
より更に低くなり、画像パターンによる液滴速度の変動が大きいことが確認できた。
【０１６７】
　また、液滴量分布も液滴速度分布と同様に、両端のノズル（圧力室）から吐出した液体
の液滴量が低下する傾向がみられ、両端部の液滴量は中央部の液滴量に対して約７％低下
していることが確認できた。
【０１６８】
　また、中央の１つの圧力室を単独で駆動した場合の液滴量は、両端部の液滴量より更に
低くなり、画像パターンによる液滴速度の変動が大きいことが確認できた。
＜実施例２＞
　実施例１と同一の液体吐出ヘッドにおいて、選択されない圧力室に収縮パルスからなる
微振動パルスを印加する図１０に示すような駆動パターンで３サイクル駆動を行い、液滴
速度分布及び１１℃、３５％ＲＨの低温・低湿環境におけるデキャップ特性の改善効果に
ついて評価した。
【０１６９】
　デキャップ特性は選択されていない任意の圧力室について、下記の方法を用いて測定し
た。
【０１７０】
　　デキャップ特性の測定方法
　選択されない圧力室に微振動パルスを印加しない図９のパターンで液体を吐出させた後
、選択されていない任意の圧力室のノズルについて図６に示す駆動信号を印加して液体を
吐出させた条件と、全ての選択されない圧力室に微振動パルスを印加する図１０のパター
ンで液体を吐出させた後、選択されていない任意の圧力室のノズルについて図６に示す駆
動信号を印加して液体を吐出させた条件について、選択されていない任意の圧力室のノズ
ルから吐出された初発の液体の飛翔速度を測定した（Ｖｏｎ／Ｖｏｆｆ＝２／１、駆動電
圧（Ｖｏｎ）を１５Ｖに固定）。
【０１７１】
　飛翔速度が大きい程、大きな改善効果ありと認められる。
【０１７２】
　選択されない圧力室に微振動パルスを印加した場合、印加しない場合に比べて約１０％
飛翔速度が高くなり、低温・低湿環境のデキャップ現象の防止に有効であることが確認さ
れた。
【０１７３】
　また、選択されない圧力室に微振動パルスを印加した場合の液滴速度分布は、図１７と
同様に均一であることが確認された。また、液滴量分布も均一であった。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】ライン型の液体吐出装置の構成を示す模式図である。
【図２】液体吐出ヘッドの配置例を示す図である。
【図３】液体吐出ヘッドの千鳥配置の位置関係を示す図である。
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【図４】実施の形態に係るせん断モード方式の液体吐出ヘッドの概略構成を示す図であり
、（ａ）は一部断面で示す斜視図、（ｂ）は液体供給部を備えた状態の断面図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）はヘッドの動作を示す図である。
【図６】駆動パルスの波形を示す図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）はヘッドの時分割駆動の説明図である。
【図８】比較例に係る、Ａ、Ｂ、Ｃの各組の圧力室の電極に印加される駆動パルスのタイ
ミングチャートである。
【図９】本発明の実施の形態に係る、Ａ、Ｂ、Ｃの各組の圧力室の電極に印加される駆動
パルスのタイミングチャートである。
【図１０】他の実施の形態に係る、Ａ、Ｂ、Ｃの各組の圧力室の電極に印加される駆動パ
ルスのタイミングチャートである。
【図１１】他の実施の形態に係る、Ａ、Ｂ、Ｃの各組の圧力室の電極に印加される駆動パ
ルスのタイミングチャートである。
【図１２】他の実施の形態に係る、Ａ、Ｂ、Ｃの各組の圧力室の電極に印加される駆動パ
ルスのタイミングチャートである。
【図１３】実施の形態に係る液体吐出ヘッドの駆動周期と液滴速度の関係を示す図である
。
【図１４】比較例に係る、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの各組の圧力室の電極に印加される駆動パルス
のタイミングチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態に係る、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの各組の圧力室の電極に印加され
る駆動パルスのタイミングチャートである。
【図１６】他の実施の形態に係る、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの各組の圧力室の電極に印加される駆
動パルスのタイミングチャートである。
【図１７】本発明の液体吐出ヘッドの液滴速度分布の一例を示す図である。
【図１８】比較例の液体吐出ヘッドの液滴速度分布の一例を示す図である。
【図１９】往復走査型の液体吐出装置の構成を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１７５】
　１　液体吐出装置
　１０　基材
　１０Ａ　捲き出しロール
　１０Ｂ　巻き取りロール
　２０　バックロール
　３０　液体吐出ヘッドユニット
　２　液体吐出ヘッド
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【図８】 【図９】



(23) JP 2010-69818 A 2010.4.2

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(24) JP 2010-69818 A 2010.4.2

【図１４】 【図１５】
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